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一　

は
じ
め
に

　

平
成
三
一
年
四
月
二
六
日
、「
金
融
商
品
取
引
法
施

行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
」（
政
令
第
一
六
二
号
）

が
公
布
さ
れ
、
同
月
二
九
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

　

本
改
正
は
、
公
開
買
付
規
制
の
趣
旨
に
鑑
み
、
外
国

の
取
引
所
市
場
に
お
け
る
一
定
の
取
引
に
つ
い
て
、
公

開
買
付
規
制
の
五
％
ル
ー
ル
の
適
用
を
除
外
す
る
こ
と

を
主
な
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
本
改
正
の
内
容
に
つ
い
て
解
説
す
る

（
注
一
）。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
意
見
に
わ
た
る
部
分

は
筆
者
ら
の
個
人
的
見
解
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め

申
し
添
え
て
お
く
。

二　

本
改
正
の
概
要

　

公
開
買
付
規
制
の
趣
旨
は
、
会
社
支
配
権
に
影
響
を

与
え
る
よ
う
な
取
引
等
が
行
わ
れ
る
場
合
に
、
投
資
者

に
あ
ら
か
じ
め
情
報
開
示
を
行
う
と
と
も
に
、
株
主
等

に
平
等
に
株
券
等
の
売
却
の
機
会
を
与
え
る
点
に
あ

る
。
国
内
の
取
引
所
市
場
内
の
取
引
は
、
基
本
的
に
は
、

ⅰ
取
引
の
数
量
や
価
格
が
公
表
さ
れ
、
ⅱ
競
争
売
買
の

手
法
に
よ
っ
て
価
格
形
成
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
ⅲ

誰
も
が
参
加
で
き
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
当
該
公
開
買

付
規
制
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
原
則
と
し
て
公
開
買
付
規

制
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
（
注
二
）。

　

外
国
の
取
引
所
市
場
内
の
取
引
の
う
ち
、
前
記
ⅰ
〜

ⅲ
の
観
点
か
ら
、
国
内
の
取
引
所
市
場
内
の
取
引
に
準

じ
た
透
明
性
・
公
正
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
五
％
ル
ー
ル
に
限
り
、
公
開
買
付

規
制
の
適
用
対
象
外
と
し
て
も
、
公
開
買
付
規
制
の
趣

旨
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。

　

そ
こ
で
、
本
改
正
に
お
い
て
は
、
①
一
定
の
外
国
金

融
商
品
市
場
内
の
取
引
に
よ
る
買
付
け
等
に
つ
い
て

五
％
ル
ー
ル
の
適
用
を
除
外
し
、
②
い
わ
ゆ
る
三
分
の

一
ル
ー
ル
に
つ
い
て
は
従
前
ど
お
り
適
用
対
象
と
す
る

こ
と
と
さ
れ
た
（
注
三
）。

三　

五
％
ル
ー
ル
の
適
用
除
外

　
「
取
引
所
金
融
商
品
市
場
外
」
に
お
け
る
株
券
等
の

買
付
け
等
（
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
有
価
証
券

の
売
買
等
に
準
ず
る
取
引
に
よ
る
場
合
お
よ
び
著
し
く
少

数
の
者
か
ら
買
付
け
等
を
行
う
場
合
を
除
く
）
の
後
の
株

券
等
所
有
割
合
が
五
％
超
と
な
る
場
合
、
当
該
買
付
け

等
は
公
開
買
付
け
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
い
わ

ゆ
る
五
％
ル
ー
ル
。
金
商
法
二
七
の
二
第
一
項
一
号
）。

　

金
商
法
上
の
「
取
引
所
金
融
商
品
市
場
」
と
は
、
内

閣
総
理
大
臣
の
免
許
を
受
け
て
金
融
商
品
会
員
制
法
人

ま
た
は
株
式
会
社
が
開
設
す
る
金
融
商
品
市
場
を
意
味

す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
（
金
商
法
二
条
一
六
項
・
一
七

項
）、
外
国
金
融
商
品
市
場
（
注
四
）
は
こ
れ
に
含
ま
れ

な
い
。
そ
の
た
め
、
本
改
正
前
は
、
た
と
え
ば
、
日
本

の
金
融
商
品
取
引
所
と
外
国
の
証
券
取
引
所
の
双
方
に

株
券
等
を
上
場
さ
せ
て
い
る
発
行
者
の
株
券
等
を
当
該

外
国
の
証
券
取
引
所
の
市
場
内
取
引
に
よ
っ
て
買
い
付

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
改
正
の
解
説

─
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
に
係
る
公
開
買
付
規
制
の
適
用
の
見
直
し

─

野
村
昭
文 

金
融
庁
企
画
市
場
局
企
業
開
示
課
企
業
財
務
調
査
官

岡
部
洸
志 

金
融
庁
企
画
市
場
局
企
業
開
示
課
専
門
官

目　
　

次

一　

は
じ
め
に

二　

本
改
正
の
概
要

三　

五
％
ル
ー
ル
の
適
用
除
外

四　

三
分
の
一
ル
ー
ル
の
適
用



商事法務No.2201 2019. 6.15

─ 16 ─

け
る
場
合
、
当
該
買
付
け
は
五
％
ル
ー
ル
の
適
用
対
象

で
あ
る
「
取
引
所
金
融
商
品
市
場
外
」
の
買
付
け
等
に

該
当
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

　

本
改
正
後
の
金
商
法
施
行
令
で
は
、
五
％
ル
ー
ル
の

適
用
が
除
外
さ
れ
る
「
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け

る
有
価
証
券
の
売
買
等
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で

定
め
る
取
引
」（
注
五
）
と
し
て
、「
取
引
所
金
融
商
品

市
場
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る

外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
競
売
買
の
方
法
そ
の
他

こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法

に
よ
る
有
価
証
券
の
取
引
」
を
追
加
し
て
い
る
（
本
改

正
後
の
金
商
法
施
行
令
六
条
の
二
第
二
項
三
号
）（
注
六
）

（
注
七
）。

　

こ
れ
に
よ
り
、
一
定
の
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け

る
取
引
に
お
い
て
は
、
買
付
け
等
の
相
手
方
の
人
数
に

か
か
わ
ら
ず
、
買
付
け
等
の
後
の
株
券
等
所
有
割
合
が

五
％
を
超
え
る
場
合
（
後
述
の
と
お
り
、
三
分
の
一
を
超

え
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
）
に
お
け
る
株
券
等
の
買
付
け

等
を
公
開
買
付
け
に
よ
ら
ず
に
行
う
こ
と
が
可
能
と

な
っ
た
。

四　

三
分
の
一
ル
ー
ル
の
適
用

　
「
取
引
所
金
融
商
品
市
場
外
」
に
お
け
る
株
券
等
の

買
付
け
等
（
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
有
価
証
券

の
売
買
等
に
準
ず
る
取
引
に
よ
る
場
合
を
除
く
）
で
あ
っ

て
著
し
く
少
数
の
者
か
ら
株
券
等
の
買
付
け
等
を
行
う

場
合
に
お
け
る
株
券
等
の
買
付
け
等
の
後
の
株
券
等
所

有
割
合
が
三
分
の
一
超
と
な
る
場
合
、
当
該
買
付
け
等

は
公
開
買
付
け
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
い
わ
ゆ

る
三
分
の
一
ル
ー
ル
。
金
商
法
二
七
条
の
二
第
一
項
二

号
）。

　

株
券
等
の
買
付
け
等
に
よ
り
株
券
等
所
有
割
合
が

五
％
超
と
な
る
場
面
と
三
分
の
一
超
と
な
る
場
面
と
で

は
、
当
該
買
付
け
等
が
発
行
者
の
支
配
権
に
与
え
る
影

響
の
程
度
に
差
異
が
あ
り
、
後
者
の
場
面
に
お
い
て

は
、
株
主
等
に
平
等
に
株
券
等
の
売
却
の
機
会
を
与
え

る
要
請
が
よ
り
強
く
働
く
と
考
え
ら
れ
る
。
国
内
の
取

引
所
市
場
内
の
取
引
に
つ
い
て
は
三
分
の
一
ル
ー
ル
は

適
用
さ
れ
な
い
が
、
国
内
の
取
引
所
市
場
と
外
国
の
取

引
所
市
場
と
で
は
、
国
内
の
株
主
等
に
よ
る
取
引
へ
の

参
加
可
能
性
に
一
定
の
差
異
が
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ

る
た
め
、
株
主
等
へ
の
平
等
な
売
却
機
会
の
提
供
が
よ

り
強
く
要
請
さ
れ
る
三
分
の
一
ル
ー
ル
の
適
用
が
問
題

と
な
る
場
面
に
お
い
て
、
国
内
の
取
引
所
市
場
内
の
取

引
と
外
国
の
取
引
所
市
場
内
の
取
引
を
同
等
に
取
り
扱

う
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。

　

以
上
を
踏
ま
え
、
三
分
の
一
ル
ー
ル
の
適
用
が
除
外

さ
れ
る
「
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
有
価
証
券

の
売
買
等
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
取

引
」
に
は
、
一
定
の
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
取

引
を
追
加
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
三
分
の
一
ル
ー
ル
の
適
用
対
象
と
な
る
の
は

「
著
し
く
少
数
の
者
か
ら
株
券
等
の
買
付
け
等
を
行
う

も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
」
に
限
ら
れ
て
い
る

た
め
、
こ
れ
に
該
当
し
な
い
場
合
（
一
定
の
外
国
金
融
商

品
市
場
に
お
い
て
、
多
数
の
者
か
ら
、
株
券
等
所
有
割
合
が

三
分
の
一
超
と
な
る
買
付
け
等
を
行
う
よ
う
な
場
合
）
に

つ
い
て
も
引
き
続
き
公
開
買
付
規
制
の
適
用
対
象
と
す

る
べ
く
、
本
改
正
後
の
金
商
法
施
行
令
で
は
、「
前
条
第

二
項
…
…
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
〔
筆
者
注
：
一
定
の

外
国
金
融
市
場
に
お
け
る
取
引
〕
に
よ
る
株
券
等
の
買

付
け
等
で
あ
っ
て
株
券
等
の
買
付
け
等
の
後
に
お
け
る

株
券
等
買
付
者
…
…
の
所
有
に
係
る
株
券
等
の
株
券
等

所
有
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当
該

株
券
等
の
買
付
け
等
」
は
公
開
買
付
け
に
よ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
（
金
商
法
二
七
条
の
二
第
一
項

六
号
、
本
改
正
後
の
金
商
法
施
行
令
七
条
七
項
一
号
）。

　

な
お
、
ⅰ
三
カ
月
以
内
に
、
株
券
等
の
総
数
の
一

〇
％
超
の
株
券
等
の
取
得
を
行
い
、
ⅱ
ⅰ
の
取
得
の
う

ち
、
株
券
等
の
総
数
の
五
％
超
の
株
券
等
の
取
得
が

「
取
引
所
金
融
商
品
市
場
外
」
の
買
付
け
等
（
公
開
買
付

け
お
よ
び
適
用
除
外
買
付
け
等
を
除
く
）
ま
た
は
立
会
外

取
引
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
ⅲ
取
得
後

に
お
け
る
株
券
等
所
有
割
合
が
三
分
の
一
超
と
な
る
場

合
、
当
該
取
得
に
含
ま
れ
る
株
券
等
の
買
付
け
等
は
公

開
買
付
け
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
（
い
わ
ゆ
る

急
速
買
付
け
規
制
。
金
商
法
二
七
条
の
二
第
一
項
四
号
）、

外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
買
付
け
等
は
「
取
引
所

金
融
商
品
市
場
外
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
引
き

続
き
当
該
規
制
の
対
象
と
な
る
。

（
注
一
） 

本
稿
で
は
、
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
三
年

法
律
第
二
五
号
）
を
「
金
商
法
」
と
、
金
融
商
品
取
引

法
施
行
令
（
昭
和
四
〇
年
政
令
第
三
二
一
号
）
を
「
金
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商
法
施
行
令
」
と
そ
れ
ぞ
れ
略
称
す
る
。

（
注
二
） 

金
融
審
議
会
金
融
分
科
会
第
一
部
会
「
公
開
買

付
制
度
等
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
〜
公
開
買
付

制
度
等
の
あ
り
方
に
つ
い
て
〜
」（
平
成
一
七
年
一
二

月
二
二
日
）
二
頁
。

（
注
三
） 

株
券
等
の
買
付
け
等
を
行
う
相
手
方
の
人
数

と
、
当
該
買
付
け
等
を
行
う
日
前
六
〇
日
間
に
、
取
引

所
金
融
商
品
市
場
外
に
お
い
て
行
っ
た
当
該
株
券
等
の

買
付
け
等
の
相
手
方
の
人
数
と
の
合
計
が
一
〇
名
以
下

で
あ
る
場
合
、
当
該
買
付
け
等
は
特
定
買
付
け
等
に
該

当
し
、
五
％
ル
ー
ル
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
（
金
商
法

二
七
条
の
二
第
一
項
一
号
、
金
商
法
施
行
令
六
条
の
二

第
一
項
四
号
・
三
項
）。
本
改
正
に
伴
い
、
五
％
ル
ー
ル

の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
特
定
買
付
け
等
の
該
否
の
判
断

に
お
い
て
、
一
定
の
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
買

付
け
等
（
株
券
等
所
有
割
合
が
三
分
の
一
超
と
な
る
も

の
を
除
く
）
の
相
手
方
の
人
数
を
、
買
付
け
等
を
行
う

日
前
六
〇
日
間
に
行
っ
た
株
券
等
の
買
付
け
等
の
相
手

方
の
人
数
か
ら
除
外
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
金
商
法
施

行
令
六
条
の
二
第
三
項
）。

（
注
四
） 

取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
類
似
す
る
市
場
で
外

国
に
所
在
す
る
も
の
を
い
う
（
金
商
法
二
条
八
項
三
号

ロ
）。

（
注
五
） 

本
改
正
前
の
金
商
法
施
行
令
に
お
い
て
は
、

「
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
有
価
証
券
の
売
買

等
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
取
引
」（
金

商
法
二
七
条
の
二
第
一
項
一
号
）
と
し
て
、
店
頭
売
買

有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
取
引

（
本
改
正
前
の
金
商
法
施
行
令
六
条
の
二
第
二
項
一
号
）

お
よ
び
一
定
の
要
件
を
満
た
す
私
設
取
引
シ
ス
テ
ム

（
Ｐ
Ｔ
Ｓ
）
に
お
け
る
上
場
有
価
証
券
の
取
引（
特
定
上

場
有
価
証
券
を
対
象
と
す
る
場
合
、
特
定
投
資
家
等
の

み
を
当
事
者
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
同
項
二

号
）
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。

（
注
六
） 

「
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
準
ず
る
も
の
と
し

て
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
外
国
金
融
商
品
市
場
」
と

し
て
、
令
和
元
年
六
月
一
日
現
在
、
①
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

ス
ト
ッ
ク
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
の
開
設
す
る
外
国
金
融
商

品
市
場
、
②
ナ
ス
ダ
ッ
ク
の
開
設
す
る
外
国
金
融
商
品

市
場
が
指
定
さ
れ
て
い
る
（
平
成
三
一
年
四
月
二
六
日

金
融
庁
告
示
第
三
一
号
）。

（
注
七
） 

令
和
元
年
六
月
一
日
現
在
、
競
売
買
の
方
法

「
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
」

は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。

（
の
む
ら
・
あ
き
ふ
み

お
か
べ
・
こ
う
じ
）
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